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●はじめに 

 

高石市では、平成２６年（２０１４年）４月に、教育基本法に示された教育

の理念の実現に向けて、先の１０年間を通じて目指すべき教育の姿を明らかに

するとともに、平成２６～３０年度（２０１４～２０１８年度）に取組むべき

施策を示した「たかいし教育ビジョン」を策定しました。 

平成２６～３０年度（２０１４～２０１８年度）の「たかいし教育ビジョン」

では、確かな学力の定着と豊かな心を育み、健やかな体を育て、子どもたちに

質の高い教育を提供すること、安全・安心な教育環境を整備すること、家庭と

地域社会の教育力向上を支援すること、スポーツを通した体力づくり・健康づ

くりなどに応じた日常的にスポーツに親しむことのできる生涯スポーツ社会の

実現に全力で取組んできました。 

今後も、社会の国際化・情報化、少子・高齢化がさらに進み、価値観の多様

化など、社会環境が急激に変化することが予想されるため、様々な分野におい

てさらに改革が求められています。 

教育の分野においても、規範意識の低下、学力・学習意欲をめぐる問題、い

じめや貧困などの子どもたちを取り巻く厳しい環境、家庭や地域の教育力をめ

ぐる問題など、引き続き取組むべき課題は山積しており、社会の変化に適切に

対応した教育の実現への期待が高まりを増すばかりです。 

このような中、子どもたちが生きる力を育んでいくためには、継続して質の

高い教育を提供することが重要であり、こうした役割を担う公教育の意義がま

すます大きくなっています。 

高石市では引き続き、教育の中心である学校教育とともに、教育の原点であ

る家庭や地域などが連携しながら教育力を向上させ、社会全体で子どもを育て

る仕組みと、市民一人ひとりが自己実現を図って、豊かでみのりある人生を送

ることのできる生涯学習の両方の視点を踏まえ、これまで実施してきた施策の

取組みの成果を検証するとともに、新たな教育課題を踏まえ、今後５年間で重

点的に取組むべき施策を明らかにし、平成３１～３５年度（２０１９～２０２

３年度）の「たかいし教育ビジョン」を策定いたしました。 
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たかいし教育ビジョンの体系
　たかいし教育ビジョンでは、４つの施策展開の視点に基づき、１３の取組の方向及び２7の基本施策を掲げ、
その実現に向けた具体的な推進計画を示します。

１

知
・
徳
・
体
の
調
和
の
と
れ
た
教
育
を
推
進
す
る

施策展開の視点 取組の方向 基本施策 推進計画

１．確かな学力を
育成する

２．豊かな心を
育む

３．健やかな体を
育てる

４．社会で活躍

する子ども
を育てる

５．個に応じた

教育を推進
する

１．教員の資質・

能力の向上を
図る

３．安全・安心な

学校教育環境
を整備する

◇「高石市学力向上大作戦」の推進

◇学力向上に係る授業研究の実施
◇望ましい生活習慣、学習習慣の確立促進 （）（）

◇学校における読書活動の推進

◇高石っ子まなび舎事業の推進
◇学力に応じた指導方法の研究
◇専門性の高い指導者の訪問指導招聘

◇道徳教育の推進
◇人権教育の推進
◇読書活動の推進

◇「夢先生」事業の展開
◇キャリア教育の推進
◇伝統文化理解教育の推進
◇自然、社会体験活動の充実

◇体育・保健(健康)に関する指導の改善・充実

◇学校保健の充実
◇体力向上の取組の実施

◇学校給食を活用した食育の推進

◇英語教育の推進

◇インクルーシブ教育システムの推進
◇支援教育の理解、啓発の推進
◇幼稚園、保育所等との連携による就学児支援

◇生徒指導の充実

◇教育相談の充実
◇いじめ対策の推進
◇不登校の対策の推進と適応指導教室｢つれづれ｣

◇防災教育・訓練の推進

◇情報教育の推進
◇環境教育の推進
◇消費者教育の推進

◇快適な学校環境の整備

◇支援教育推進のための体制整備
◇ＩＣＴ環境の継続整備
◇安全・安心な学校づくり

①基礎的・基本的な知識・技能

を活用した思考力・判断力・
表現力の育成

②児童・生徒の学力に応じた有効
な指導方法・工夫改善の推進

③心の教育の推進

④夢や志を育む教育の推進

⑤子どもの体力の向上

⑥学校における食育の推進

⑧英語が使える子どもの育成

⑩特別支援教育の充実

⑪生徒指導・教育相談の充実

⑨自らの命を守り抜く力の育成

⑦社会の変化に主体的に
対応できる力の育成

⑤学校施設・設備の整備・充実

教育目標 生きる力と夢を育む『教育のまち高石』

２

信
頼
さ
れ
る
学
校
づ
く
り
を
推
進
す
る

①教職員の資質向上の推進

②教師力向上支援プロジェクト

◇管理職研修の充実

◇経験、職能別研修の充実
◇コンプライアンス意識の向上

◇教職員指導力向上支援

◇教職員の健康管理・メンタルヘルスの推進
◇ＩＣＴ機器の活用支援

２．信頼に応える

学校づくりを
推進する

③学校間の連携・協働の推進

④魅力ある学校づくりの推進

◇幼児教育の振興・充実
◇幼保・小・中連携教育の推進

◇学校評価機能の充実
◇開かれた特色ある学校づくりの推進

３

家
庭
・
地
域
の
教
育
力
向
上
を
支
援
す
る

４

生
涯
を
通
じ
た
学
び
を
応
援
す
る

１．生涯学習、生
涯スポーツ活動
の振興を図る

１．家庭教育を
支援する

２．就学前の教育
機能の向上を
図る

３．地域とともに

子ども、学校
を支援する

◇ブックスタート
◇読書推進活動の充実

◇家庭教育学級
◇ＰＴＡ研修会

◇就学前教育・保育応援プロジェクト

◇地域交流活動支援

◇学校支援ボランティア活動推進事業
◇青少年の健全育成事業

◇青少年指導員
◇スポーツ推進委員

◇学習社会づくりの推進

◇多様な学習機会の提供

◇市民文化会館の事業展開
◇公民館事業の充実

◇大学機能との連携の推進

①ブックスタート事業の充実

②家庭教育に関する
講座等学習機会の充実

③就学前教育・保育の充実

④学校と地域の連携

⑤人材の育成・活用

①学習機会の拡充

②学習の場の提供

③大学連携による施策の展開

④スポーツ活動の振興

⑤文化財の保護・活用

◇生涯スポーツ活動の推進
◇スポーツ環境の整備・充実

郷土史料展示事業

施策展開の視点 取組の方向 基本施策 推進計画

⑥文化・芸術活動の推進
◇文化活動継承支援
◇文化・芸術活動の場と機会の充実

２．歴史・文化

・芸術の振興
を図る
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第１章 たかいし教育ビジョンの位置づけと計画期間 

 

・位置づけ 
たかいし教育ビジョンは、第４次高石市総合計画基本構想を踏まえ、第４次

高石市総合計画基本計画と常に整合性を図りながら、時代の要請に応えつつ、

「教育のまち高石」の実現を目指すものです。 

さらに、教育基本法において施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地

方自治体の努力義務とされた教育振興基本計画に位置づけるとともに、１０年

程度の将来を予測しながら、今後５年間に高石市教育委員会が重点的に取組む

べき方向を明らかにしています。 

たかいし教育ビジョンでは、高石市学校園教育推進計画（高石っ子元気っ子

プラン）が目指す子ども像及び学校像を継承するとともに、教育基本法の改正

により「生涯学習の理念」が新たに規定されたことを踏まえ、誰もが、いつで

も、どこでも学べるよう学習機会を保障するとともに、その成果を生かすこと

ができる「教育のまち高石」にふさわしい生涯学習社会の創造を目指していき

ます。 

なお、この教育ビジョンは、中長期的な視点に立ち、高石市教育委員会が進

める学校教育、生涯学習の進むべき方向性を示すものであり、この教育ビジョ

ンの実現に向け、毎年度策定する高石市の教育基本方針により施策を具体化し、

推進を図っていきます。 

 

・計画期間 
平成２６年４月に掲げた教育の目指すべき姿を引き続き示すとともに、平成

３１年度（20１９年度）から平成３５年度（20２３年度）までの５年間に取

組む施策を示します。 
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第 2 章 高石市を取り巻く現状と課題 

 

○今後１０年間に予想される環境の変化 
 

・社会経済のグローバル化*の進展や地球環境問題の深刻化 

世界規模で人が移動し、物が運ばれ、情報が駆け巡る社会経済のグローバル

化が進展し、外国人との交流など異文化理解や多文化共生がより必要とされて

いきます。 

こうした社会では、情報がますます大きな価値を占めるため、高齢者や障が

い者も含め、誰もがどこでも簡単にＩＣＴ*を用いてコミュニケーションが図れ

る環境が整備されていくに従い、世代や地域を越えたコミュニケーションが盛

んになるなど、これまでの社会システムが大きく変化し、新たな価値観が生ま

れる可能性もあります。一方で、様々な分野において、絶え間ないイノベーシ

ョン*は目覚しく、その更新サイクルを早めています。 

このような状況の中で、子どもたちには、技術の進歩に柔軟に対応する力や

異なった文化を理解し認め合う力、自立的に行動する力がこれまで以上に必要

となってきます。 

一方、高度情報化社会では、商法の悪質化や巧妙化、人権侵害につながるネ

ットでの誹謗中傷、有害情報の氾濫など「影」の部分の対策にも留意が必要と

なってまいります。 

また、地球温暖化に代表される世界的な環境危機が複雑化･深刻化しており、

社会の持続可能性を高め環境に配慮する必要性の高まりとともに、生活様式の

変更や新たな社会システムの構築が進んでいくと思われます。 

このため、子どもたちについても発達段階に合わせて地球環境問題*の理解を

図り、環境の保全に寄与しようとする意識、ならびに自助・共助の意識を持っ

た子どもの育成に努める必要があります。 

さらに、平成 23 年（201１年）3 月 11 日に発生した東日本大震災や平成

30 年（2018 年）6 月 18 日に発生した大阪府北部地震、同年 9 月 4 日に直

撃した台風 21 号、そして今後発生が予想されている南海トラフ巨大地震等、

想定をはるかに超えるさまざまな災害による震災の猛威に備え、「自ら考え行動

して自らの命を守ること」や、地域で互いに支え合うことなど、災害時に市民

一人ひとりが最良の行動を取ることができるよう防災教育が求められています。 
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・産業構造の変化やライフスタイルの多様化 

知識基盤社会*の進展などにより、新たな形態の産業が生み出され、雇用にお

いても多様な就業形態が予想されます。 

また、既に勤労者世帯の半数を超える世帯が共働きとなっている状況も進む

中で、個人の価値観が一層多様化するとともにワーク・ライフ・バランス*がよ

り重視されてくると考えられます。 

国においては、平成１９年度（２００７年度）に、個人の生き方や人生の各

段階に応じて多様な働き方の選択が可能な社会の構築に向けた行動指針が策定

されています。そのような多様な価値観を評価しつつも、社会や地域における

団体、組織での思いやり・支え合うネットワークづくりに大切な役割を求めら

れている。教育の担い手である学校、家庭、地域においては、思いやり・支え

合うやさしさを育みつつ、社会のルールやマナーを守る態度を育成していく取

組とこれを支援していくことが、ますます重要となっていきます。 

 

・成年年齢の引き下げ、少子・高齢化の進展と人口減少社会 

平成３４年（２０２２年）に成年年齢が２０歳から１８歳に引き下げられま

す。また、わが国の少子高齢化は、世界でも例をみない速さで進んでおり、総

人口が減少する人口減少社会に突入しています。 

長期的な潮流としては、少子高齢化の進展と人口減少は継続していく見込み

であり、このように社会情勢が変化していく中で、子どもたち自身が明るい未

来を切り拓いていくためには、一人ひとりの子どもたちの教育に学校・家庭・

地域社会全体で取組んでいく必要があります。 

 

・家庭・地域社会の変化 

家庭では、核家族化の進行や親の価値観の変化などにより、家庭における子

どもと親の関わり方や教育のあり方にも変化が生じ、家庭の教育力が低下して

いると言われています。 

また、地域では、都市化や少子高齢化の進展で、近隣の連帯意識の希薄化や

地域における担い手の減少が進み、地域社会の求心力が低下するとともに教育

力の低下が懸念されています。 

このように、家庭、地域の教育力の低下が懸念される一方で、地域の人々が

積極的に学校の活動に参加しようとする機運の高まりも見られています。 

このため、学校・家庭・地域の連携のもとで関係者が一体となって教育に取

組む活動の充実がより一層求められています。 

また、いわゆる団塊の世代と呼ばれる人々については、地域活動への参画に

期待が寄せられています。こうした社会の潜在力とも言える人々にボランティ
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ア活動やコミュニティづくりへの参画を促し、生涯現役社会づくりのためにア

プラや図書館を多世代交流の場として活用してもらうなど、幅広い分野で地域

コミュニティの担い手や学校支援、生涯学習活動の人材として活躍してもらう

ための仕組みづくりが必要となります。 

 

・教員の大幅な世代交代及び教員の働き方改革 

学校においては、団塊の世代以降の大量退職時期を迎え、教員の世代交代が

急激に進んでいます。特に、今後１０年間では全体の約４割程度の教員が入れ

替わることが見込まれます。これに学校の小規模化が加わり、教員同士で研究

したり、ベテランからノウハウを継承する機会が減少しており、教員が力をつ

けることが難しい状況が生じています。 

そのため、経験豊かな教員の持つ知識や指導技術等を若い世代へ確実に継承

し、円滑に世代交代を進める必要があります。 

また、新学習指導要領等を確実に実施し、学校教育の改善・充実に努めてい

くためにも、教員が授業や授業準備等に集中し、健康でいきいきとやりがいを

もって勤務でき、教育の質を高められる環境を構築する必要があります。 

 

・新学習指導要領に基づく学校教育の展開 

平成２６年（２０１４年）１１月に文部科学大臣より「初等中等教育におけ

る教育課程の基準等の在り方について」諮問がなされ、平成２８年（２０１６

年）１２月２１日に中央教育審議会から「幼稚園、小学校、中学校、高等学校

及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」が文部

科学大臣に答申されました。これを受けて、平成２９年（２０１７年）３月３

１日に新学習指導要領が告示され、小学校では平成３２年度（２０２０年度）、

中学校では平成３３年度（２０２１年度）からの全面実施が予定されています。 

今回の指導要領では、教育基本法、学校教育法などをふまえ、これまでの実

践や蓄積を活かし、子供たちが未来社会を切り拓くための資質・能力を一層確

実に育成するために社会と連携する「社会に開かれた教育課程」を重視し、従

前の学習指導要領の枠組みや教育内容を維持した上で、知識の理解の質をさら

に高め、主体的・対話的で深い学びの実践をめざしています。また、道徳教育

や外国語教育の推進、プログラミング教育や体験活動、体育・健康に関する指

導の充実により、豊かな心や健やかな体を育成すること等を目指しています。

また、平成２９年（２０１７年）３月に幼稚園教育要領が改訂され、平成３０

年度（２０１８年度）から実施されています。新学習指導要領を円滑に実施し、

教育内容を充実させ、「教育のまち高石」にふさわしい教育を実践していかなけ

ればなりません。 
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第３章 高石市の教育目標 

 

教育目標：生きる力と夢を育む『教育のまち高石』 
 

生きる力と夢を育む『教育のまち高石』を目標とし、学校教育においては、

子どもたちが自らの夢や目標の実現を目指して努力し、自己実現を図ることが

できるよう、たくましく生きる力を培います。 

また、子どもの育ちの原点である家庭と、生活・暮らしの場、そして遊びの

場としての地域の教育力の向上を支援することで、社会性や協調性を育んでい

きます。 

さらに、生涯学習においては、市民の誰もが、生涯を通じて、いつでも、ど

こでも、気軽に学び、スポーツに親しむことができる生涯学習社会の実現を目

指します。 
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第４章 施策展開の４つの視点及び取組の方向に 

基づく基本施策・推進計画 
 

 たかいし教育ビジョンにおいては、高石市の教育目標を確実に推進していく

ため、４つの視点からの取組を進めていきます。また、この 4 つの視点からの

取組の方向に基づく 27 の基本施策を掲げ、その実現に向けた具体的な推進計

画を示しています。 

 

高石市教育委員会の使命は、未来を担う人づくりです。平成２１年度より「高

石っ子元気っ子プラン」に基づき、知・徳・体の調和のとれた「生きる力」を

育む教育を推進してまいりました。今後もこの考え方を継承し、確かな学力の

定着と豊かな心を育み、健やかな体を育て、たくましく生きていく子どもたち

に質の高い教育を提供していくことが基本であることを改めて再認識し、高石

市の学校で学んだことを誇れる子どもを育てていきます。 

 

取組の方向 

１．確かな学力を育成する 
いわゆる「ゆとり教育」という言葉が象徴するように、ゆとりの中で「生き

る力」を育むという理念が、十分理解されないまま、学力向上を重視しない考

え方であるとの批判が高まりました。 

しかし、高石市教育委員会においては、主体的に学習に取組む態度を養い、

基礎的学力を身につけ、活用することを通して自ら学び考える力を育成すると

ともに、児童・生徒の個性を活かし、生涯学習の姿勢及び社会において自立的

に生きる力の基礎を培うことを重視してきました。 

そのため、教育の結果や児童・生徒の学力の状況に絶えず関心を払いながら、

基礎的・基本的な知識・技能の習得、課題を解決するために必要な思考力・判

断力・表現力の育成等により、学ぶ意義を実感し、学ぶ意欲につなげることを

重点観点と位置づけ、児童・生徒に「確かな学力」を育むことをめざした教育

を推進していきます。 

 

■基本施策① 基礎的・基本的な知識・技能を活用した思考力・判断力・ 

表現力の育成 

子どもたちの「生きる力」を育成するうえで、基礎基本の着実な定着は、欠

かすことのできない要素です。特に、各学年の子どもが身につけておかねばな

○視点１ 知・徳・体の調和のとれた教育を推進する 
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らない学力を確実に定着させることは重要であり、保護者はもちろん地域も強

く願っているところです。子ども一人ひとりの確かな学力の定着をめざして、

学校の教育活動全体を通じて、基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着を図

ります。また、これらを活用した思考力・判断力・表現力の育成にも努めてい

きます。 

 

推進計画 

◇ 「高石市学力向上大作戦」*の推進 

 各学校が「全国学力・学習状況調査」等の結果データなどから、学力・学習

状況を多面的に分析し、課題を明らかにするとともに、その課題の解決に向け

た各校独自の授業改善プランを策定し、児童・生徒の確かな学力の定着を図る

ため、「高石市学力向上大作戦」を展開していきます。取組みの内容につきま

しては、「学力向上大作戦プランニングシート」として高石市ホームページに公

開し、各学校の取組みを発信していきます。 

◇ 学力向上に係る授業研究の実施 

 学習指導要領の趣旨に沿った教育活動を展開するとともに、「主体的・対話

的で深い学び」の実現に向けて、指導力や授業力の向上を目指します。 

 そのためにも、子どもたちの興味・関心や学習意欲を高め、問題解決能力や

知的探究心を育むための授業改善を図るとともに、他校種や地域・保護者への

授業公開を充実します。 

◇ 望ましい生活習慣、学習習慣の確立促進 

「早寝・早起き・朝ごはん」の定着やノーテレビデーの推進、携帯電話（ス

マートフォン）の使い方など、子どもたちの食生活や家庭学習に関する啓発に

努め、家庭の協力を得ながら望ましい生活習慣の確立や学習習慣の定着に向け

た取組を進めます。 

◇ 学校における読書活動の推進 

朝読書や、学校司書・図書ボランティアによる読み聞かせ、絵本の広場など

の活動を通じて、子どもたちの基礎学力を支える読書を習慣として定着させ、

学力向上の一環とした読書活動を推進します。 

 

■基本施策② 児童・生徒の学力に応じた有効な指導方法・工夫改善の推進 

子どもの興味・関心などに応じた学習や体験的・問題解決的な学習を工夫し、

子どもたちの学習に対する意欲を一層高める指導の充実に努めます。 
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推進計画 

◇ 高石っ子まなび舎事業の推進 

児童・生徒一人ひとりを大切にし、学年や教科等の特徴を踏まえ、一人ひと

りの児童・生徒に応じたきめ細やかな指導を行い、あわせて、学校の実情に応

じて、長期休業期間中に特別講座などを実施し、発展的学習の充実を図ってい

きます。そのために、学習支援や生活支援のボランティア等の配置に努めます。 

◇ 学力に応じた指導方法の研究 

児童・生徒一人ひとりの習熟度や学習意欲に応じた学習指導を行い、基礎的・

基本的な学力及び学習習慣の定着を図り、指導体制の充実、指導方法の工夫・

改善を行いながら、継続して学力の向上に取組んでいきます。 

◇ 専門性の高い指導者の招聘 

 学習指導要領に基づいた授業研究の推進や、新しい教育課題についての研究

に対し、市ならびに大阪府教育委員会の指導主事や、大学の教員等、専門性の

高い指導者を招き、授業改善や校内研修について指導助言を得ることで、各学

校園における教育実践の一層の充実・向上を図っていきます。 

 

取組の方向 

２．豊かな心を育む 
人権尊重のまちづくりをめざす本市においては、幼児・児童・生徒がその発

達段階に応じて、豊かな人間関係をつくり、差別をしない、差別を許さない人

権感覚や人権についての正しい知識を身につけるよう、人権教育を積極的に推

進していきます。 

人権尊重の精神に基づき、生命に対する畏敬の念を培うとともに、自分を律

しつつ他人と協調し、他人を思いやる心、感動する心などの豊かな心を育成す

るよう積極的に推進していきます。 

 

■ 基本施策③ 心の教育の推進 

豊かな心を育むため、道徳教育や人権教育の改善・充実を図り、心の教育の

推進に取組みます。 

 

推進計画 

◇ 道徳教育の推進 

学校の教育活動全体を通じて、児童・生徒に望ましい生活習慣や規範意識、

思いやりの心を育てるため、「特別の教科 道徳」を要として、各校の指導内容

や教材の工夫、体験活動の充実、家庭生活における習慣の見直しや地域との連

携等を指導、支援し道徳教育の充実に取組みます。 
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◇ 人権教育の推進 

児童・生徒が多様な人権に関する課題に対して正しく適切に行動し、自他共

に大切にできるような人権意識・人権感覚を育成するなど、各校の人権教育の

充実に向けて指導、支援します。特に、いじめや暴力行為を絶対に許さないと

いう毅然とした姿勢で児童・生徒の指導に取組みます。 

◇ 読書活動の推進 

子どもの言語能力、情報活用能力等の育成を支え、「主体的・対話的で深い学

び」を効果的にすすめる場として学校図書館を計画的に利用し、その機能の活

用を図り、読書活動の充実に努めます。併せて「高石市読書活動推進計画」に

基づいて、全ての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所で読書活動が行えるよ

う、学校・図書館と地域が連携し読書環境の充実を図り、児童・生徒の豊かな

心の育みに努めます。 

その中で、学校における学校司書や司書教諭の活用により、市立図書館との

連携を深め、図書館の蔵書や司書の情報検索・提供業務などの情報サービス力

を生かし、読書活動や学習を進めます。さらに、各小・中学校の蔵書数の増加

を図るとともに、学校図書館と市立図書館との間での相互貸借など、図書資料

の有効活用の研究に努めます。 

 

■ 基本施策④ 夢や志を育む教育の推進 

豊かな心を育み、子どもたちに夢や志を育むため、自然体験活動や社会体験

活動などの豊かな体験の充実を図ります。 

 

推進計画 

◇ 「夢先生」事業の展開 

 様々なスポーツ選手を「夢先生」として小学校へ派遣し、ゲーム体験と先生

の体験談を通じて、夢を持ち、夢に向かって努力する大切さ等を学び、夢や志

を育む教育の充実を図ります。 

◇ キャリア教育*の推進 

小・中学校９年間を見通した組織的、系統的なキャリア教育の推進を図ると

ともに、中学生を対象とした職場体験の充実を図り、一人ひとりの社会的・職

業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度の育成に取組みます。 

◇ 伝統文化理解教育の推進 

各教科、「特別の教科 道徳」、特別活動、総合的な学習の時間などを通して、

児童・生徒がわが国や郷土の伝統・文化に対する理解を深める学習を推進しま

す。 
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◇ 自然、社会体験活動の充実 

自然、社会体験活動を通して、自然の偉大さや美しさに出会ったり、地域社

会とのかかわりの中で、他者との信頼関係を築いて共に物事を進めたりする喜

びや充実感を体得したりすることで、思いやりの心や規範意識を育て、社会性

や豊かな人間性の基礎を育みます。 

 

取組の方向 

３．健やかな体を育てる 
生涯を通じて心身ともに健康な生活を送るためには、バランスのとれた食生

活、適度な運動、十分な休養と睡眠をはじめとする基本的な生活習慣を子ども

の頃から適切に身につけることが不可欠です。特に、学齢期は、発育・発達の

著しい時期であることから、健康教育が、他のライフステージにも増して重要

な意義と役割を有しており、心身の成長発達についての基本的な知識の習得と

理解を図るとともに、健康に関する実践的な判断力や行動を選択する力を育ん

でいきます。 

 また、都市化やモータリゼーション*の進展に伴う生活様式の変化、室内娯楽

や塾通いの増加等を背景として、日常生活の中で体を動かす場面が減少し、子

どもたちの体力・運動能力は、ピーク時の昭和６０年（１９８５年）と比較す

ると、依然低い状況にあります。社会全体が体力づくりの重要性を再認識し、

子どもたちの運動習慣の確立、即ち「運動の日常化」を図っていきます。 

 

■ 基本施策⑤ 子どもの体力の向上 

子どもの体力の向上を図るため、学校の教育活動全体を通して、体育・健康

に関する指導の改善・充実に取組みます。 

 

推進計画 

◇ 体育・保健（健康）に関する指導の改善・充実 

体育実技研修会等の充実を図り、体育科の授業改善を推進するために、学習

指導要領に示されているすべての運動領域で適切な運動の経験を通して、子ど

もの体力の向上をめざします。 

また、全国体力・運動能力、運動習慣等調査を活用し、子どもの体力や運動

習慣、生活習慣、食習慣等の課題を把握し、学校における体育・健康に関する

指導の改善・充実を図ります。 

◇ 学校保健の充実 

子どもたちが心身の成長発達についての正しい知識を習得し、実践的な判断

力や行動を選択する力を養い、自ら健康な生活習慣を身に付けるため、健康教
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育研修会、保健主事・養護教諭研修会を実施し、保健学習や保健指導を中心と

した学校保健の充実を図ります。 

◇ 体力向上の取組の実施 

体力の向上をめざして、家庭の協力を得ながら、歩くことに視点をおいた運

動習慣の改善や縄跳びの記録に挑戦するなどの「１校１実践*」の取組を実施し

ます。 

 

■ 基本施策⑥ 学校における食育の推進 

健やかな体を育てるため、家庭や地域社会との連携を図りながら、学校の教

育活動全体を通じて食育を推進します。 

 

推進計画 

◇ 学校給食を活用した食育の推進 

学校給食を活用した食育を推進するため、学校給食・栄養士研修を実施し、

学校栄養職員等と学級担任等との連係の充実や多様な指導の工夫を図ります。 

また、学校給食を通して、楽しく食事をすること、健康によい食事のとり方、

給食時の清潔、食事環境の整備など、望ましい食習慣の形成を図り、健やかな

心身の育成を図ります。 

 

取組の方向 

４．社会で活躍する子どもを育てる 
 時代の変化により生じる課題に対し、子どもたち自らが新しい知識や情報を

得て、社会の変化の中を主体的に生きていく力を身につけ、社会で活躍する子

どもを育てていくことを目指します。 

そのために、教科書から学ぶだけでなく、様々な体験や交流を通じて将来の

進路に学ぶ楽しみを感じたり、その成果を何かに役立てていくことができれば、

将来の自己実現につながっていきます。 

また、学びを通して多くの人との交流により、子どもたちの学びをより豊か

なものにすることも必要です。そこで、学びの成果が社会の中で発揮され、い

きいきと社会で活躍する子どもを育成するよう、自立に向けた社会力を養う教

育の充実を推進していきます。 

 

■ 基本施策⑦ 社会の変化に主体的に対応できる力の育成 

学校の教育活動全体を通じて、社会の情報化や環境問題、産業・経済の構造

的な変化や雇用の多様化・流動化など、現代を取り巻く社会問題に主体的に対

応できる力の育成を図ります。 
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推進計画 

◇ 情報教育*の推進 

授業におけるＩＣＴ機器の効果的な活用を積極的に推進するため、情報機器

の授業への活用や情報モラル等にかかる研修会の一層の充実を図ります。 

◇ 環境教育の推進 

環境問題への関心を高め、環境に配慮した行動が実践できるよう学校全体で、

各教科の学習において環境教育に取組むとともに、家庭や地域社会との連携の

下、発達の段階に応じて、地球環境や地域環境、リサイクル等の環境学習に取

組みます。 

◇ 消費者教育の推進 

平成３４年（２０２２年）から施行される成年年齢の１８歳への引き下げな

ど、これからの変化の激しい社会においては、消費者として自ら考え判断する

ことのできる児童・生徒の育成が必要です。そのため、児童・生徒の発達段階

を踏まえ、消費生活についての基礎的な知識や基本的な考え方を習得させるこ

とによって、資源や環境に配慮し、消費者として適切に意思決定をする能力や、

責任を持って行動できる能力を育成して消費者トラブルを防止するなど、「自

立した消費者」の育成を目指す消費者教育の充実に努めます。 

 

■ 基本施策⑧ 英語が使える子どもの育成 

国際化の時代を迎え、将来国際社会で活躍できる子どもを育成するために

小・中学生の英語に触れる機会を積極的に増やして、児童・生徒のコミュニケ

ーション能力を高め、英語による交流ができる子どもを育成します。 

 

推進計画 

◇ 新学習指導要領の実施に向けた英語教育の推進 

小学校においては平成３２年度から、中学校においては平成３３年度から実

施の新学習指導要領では、小学校 5・６年生での教科化、３・４年生での外国

語活動の実施などの大きな変更がなされました。本市においては平成 25 年度

（２０１３年度）から小学校でのコミュニケーション能力の素地・基礎を養う

ため、教育課程の特例校措置を文部科学省から受けて、小学校低学年からの外

国語活動を推進してきました。そのような中で平成３０年 1 月に「高石市 英

語教育の推進・方向性について」を策定し、小・中学校 9 年間の総合的な英語

教育を推進するための方向性を示しました。 

これまでもＡＬＴ*を小・中学校へ派遣し、小学校の外国語活動の授業や中学

校の英語科の授業への補助、日本人教員に対する現職研修への補助、特別活動

及び課外活動への協力を図ってきました。今後はさらに、高学年での教科化、
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読む・書く活動の新設などに対応するため、専門性の高い中学校英語教員を派

遣し、ＡＬＴと担任、さらに英語活動支援教師等の派遣など、きめ細かい充実

した活動を実施します。 

また、中学校では、小学校で養った能力を活用できるよう、英語で行う英語

授業など、聞く・話す活動に一層重点をおいた授業を展開し、小学校から中学

校への英語教育の円滑な接続と、英語教育のさらなる質の向上をめざします。 

その他、小・中学生が、外国人留学生とふれあい、様々な体験活動を行うこ

とを通して、楽しみながらコミュニケーション能力や異なる文化を理解し、尊

重する態度等を育むため、定期的な留学生との交流活動の実施を検討します。 

また、中学校の文化祭等の行事に留学生を招待して交流を図るなど、国際理

解教育の充実にも努めます。 

 

■ 基本施策⑨ 自らの命を守り抜く力の育成 

自然災害に対して、自分の命は自分で守る意識を持ち、災害時には自らの危

険を予測し、回避する能力を高めていくことが重要です。 

 そのため、各学校園において防災に関する研修会を行い、教職員の防災に関

する意識・対応能力の向上を図るとともに、児童・生徒等には学級活動や各教

科を通して、災害時に主体的に行動する態度を育成する防災教育ならびに防災

訓練の推進を図ります。 

 

推進計画 

◇ 防災教育・訓練の推進 

児童・生徒が危険を予測し、危険を回避しようという態度や能力を身に付け、

災害時に自分の命を自ら守るための適切な行動をとることができるように、

小・中学校が開催する「防災研修」に対して講師（消防士・防災士*など）を派

遣するなどの支援を行うことにより、教員の防災意識の向上と指導力の育成に

努めます。それによって児童・生徒への防災教育を推進するとともに、実践的

な避難訓練を定期的に実施することで、自らの命を守り抜く力を高める取組の

充実を図ります。 

 

取組の方向 

５．個に応じた教育を推進する 
 障がいのある子どもたちの自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援する

という視点に立ち、子どもたち一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持て

る力を高めるため、適切な指導および必要な支援を行う特別支援教育を着実に

推進します。あわせて学校園に適応しにくい子どもたち等、特別な支援や配慮
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を要する子どもたちへの指導体制や、相談体制の充実に努めていきます。 

 

■ 基本施策⑩ 特別支援教育の充実 

平成１９年（２００７年）４月から「特別支援教育」が学校教育法に位置づ

けられ、すべての学校において障がいのある児童・生徒の支援をさらに充実さ

せていくこととなりました。 

そのため、特別な場所で特定の児童・生徒を対象にする教育から学校全体で

取組むべき教育となり、小中学校全てに校内委員会を設置するなど、特別支援

教育体制づくりを進めています。今後、より一層の充実を図ります。 

 

推進計画 

◇ インクルーシブ教育*システムの推進 

現在も取組んでいる障がいのある者とない者が共に学ぶ教育を推進し、児

童・生徒に対する関係法規を遵守した合理的配慮*の提供による支援方法の研究

を行っていき、全小・中学校で共有化を図ります。さらに、必要に応じて、基

礎的環境整備*の充実も図っていきます。 

また、小中学校の支援教育体制づくりを支援するため、各校からの要請に基

づき具体的な支援策を協議し、必要に応じて巡回指導を実施します。 

さらに、巡回指導を必要とする児童・生徒の見取りや教材教具の支援を行い、

同時に担任の支えになることができるよう、様々な研修を開催し、巡回指導の

充実を図ります。 

◇ 支援教育の理解、啓発の推進 

教職員への研修会を実施し、発達障がい等の特性の理解を深め、幼児・児童・

生徒の教育的ニーズに応じた適切な指導ができるよう指導力の向上に努めます。 

また、障がいの有無にかかわらず、お互いに支え合う社会の実現に向けて、

市民に対し、発達障がいや支援教育に関する啓発活動の推進に努めます。 

◇ 幼稚園、保育所等との連携による就学児支援 

就学支援を通じて保育所等と小学校との連携を図り、就学後の学校生活がよ

り適切なものになるよう支援します。保護者、保育所等に趣旨、意義等を十分

説明するとともに、小学校への就学支援の充実を図っていきます。 

 

■ 基本施策⑪ 生徒指導・教育相談の充実 

問題行動等の未然防止を目指して生徒指導・教育相談の充実を図るとともに、

自己指導能力を育み、集団生活や社会生活を円滑に送ることができる子どもを

育てます。 

 そのために、子どもや保護者、教職員が日常的に相談できる環境を整備する
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ため、専門家や関係機関等の活用を通して、共感的な理解を基盤とした相談体

制、生徒指導体制の一層の充実に努めます。 

 

推進計画 

◇ 生徒指導の充実 

 児童・生徒が抱える様々な問題に迅速、適切に対応するために学校の組織的

な生徒指導体制を充実し、児童・生徒一人ひとりが学校生活での充実感を味わ

えるような指導を行い、児童・生徒の自己肯定感がより一層高まることによる

心の安定を図ります。 

◇ 教育相談の充実 

児童・生徒にとって、通うのが楽しい学校・学級づくりが求められています。

そのために児童・生徒の理解をより深めるため、教育相談活動の機会と体制の

充実に努めます。 

◇ いじめ対策の推進 

いじめなどの問題行動について、子ども理解と正確な状況把握に基づく、い

じめの未然防止、早期発見、早期対応に向けた取組を充実します。 

また、いじめが生起した場合は、「いじめは絶対に許されない。」との強い

姿勢で指導を行っていきます。 

◇ 不登校の対策の推進と適応指導教室*「つれづれ」 

家庭や関係機関との連携を図り、不登校の適切な対応に努めるとともに、教

育研究センター内に設置している適応指導教室「つれづれ」における指導の工

夫を図り、学校適応指導の充実に努めます。 
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今日、学校教育は、時代や社会情勢の変化に伴い教育内容や子どもたちの気

質が変化していく中で、学習意欲の低下、いじめや不登校など様々な教育課題

を抱え、変革が求められています。子どもたちの成長や発達、人間形成に大き

な影響を与える教職員には、教育者としての使命感や倫理観、幅広い専門的知

識や豊かな教養、そして、これらに基づく実践的な指導力が求められています。 

また、急激な時代の変化に伴い、教育環境においても時代に応じた対応が求

められます。このような状況の中、高石市教育委員会としては、教職員の資質

向上に努めるとともに安全・安心な教育環境を整備し、保護者や地域に信頼さ

れるよう取組を充実させていきます。 

 

取組の方向 

１．教員の資質・能力の向上を図る 
学校教育において、教職員の資質向上、人材育成は欠かすことのできないも

のです。 

そのため、指導力の向上をめざし、様々な教育課題や教職員のニーズに応じ

た研修を開催するほか、大阪府教育委員会等とも連携し教職員の指導力向上を

支援します。 

 

■ 基本施策① 教職員の資質向上の推進 

教員研修を充実させるとともに研究活動を支援することで、教員の専門性や

指導力の一層の向上を図っていきます。 

 

推進計画 

◇ 管理職研修の充実 

 教育に対する理念や識見を高め、管理職としてのリーダーシップを発揮でき

るよう管理職研修の充実を図ります。 

◇ 経験、職能別研修の充実 

 大阪府教育委員会の協力のもと、教職員の資質向上に向けた活動への支援及

び助言を行い、教職員の経験や時代の変化に応じた教員スキルアップ研修の充

実を図ります。 

 また、教員としての専門性や今日的な教育課題（道徳教育やプログラミング

教育、外国語・外国語活動など）への対応力を高めるため、大学などの教育機

関との連携による研修を充実させます。 

○視点２ 信頼される学校づくりを推進する 
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◇ コンプライアンス*意識の向上 

服務事故防止に向けた効果的な研修を繰り返し行うとともに、年２回程度の

服務事故防止月間を設けて各学校内で研修を行い、教員同士がコンプライアン

ス意識を高め合います。 

 

■ 基本施策② 教師力向上支援プロジェクト 

校務の情報化、メンタルヘルス*対策によって教員負担を軽減するとともに、

ＩＣＴ活用力を向上させる研修などにより、教員が子どもたちと向き合うため

の時間を増やしていきます。 

 

推進計画 

◇ 教職員指導力向上支援 

一人ひとりの教員の専門性や指導力の向上並びに本市全体の学校教育の充

実・向上をめざします。 

また、幼稚園・小・中学校においては、各教科や領域に関する研究主題を設

定して、継続的に校内研修に取組み、教員の資質・能力の向上や学校教育の充

実をめざします。 

◇ 教職員の健康管理・メンタルヘルスの推進 

 教職員の定期健康診断及び産業医による面接指導による健康指導などにより、

教職員の健康の保持・増進を図ります 

 また、教職員のメンタルヘルスの保持・増進などを目的とした研修の充実を

図ります。 

その他、保護者等から学校に対する要求などが増加する傾向にある中、教員

が本来業務以外の部分に時間を費やすことなく児童・生徒と向き合える時間を

より多くもてるようにするため、スクールソーシャルワーカー*等の専門機関と

タイアップし教員をサポートします。 

◇ ＩＣＴ機器の活用支援 

情報モラル研修や情報機器を活用した授業研修等を通してＩＣＴ活用指導力

を高めるとともに、ＩＣＴ活用推進員の活用、校務文書や教材の共有化を図る

など校務負担の軽減化を進め、働き方改革の趣旨をふまえて児童・生徒と向き

合う時間の確保をめざします。 

 

取組の方向 

２．信頼に応える学校づくりを推進する 
子どもたちの実態や保護者の願い、地域の特性を生かしながら、校園長のリ

ーダーシップのもと、子どもたち一人ひとりが生き生きと学び、生活できるよ
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う、家庭・地域との連携を深めながら、それぞれの学校の特色に応じ、かつ地

域に根ざした創意豊かな教育活動を展開し、魅力ある学校づくりを進めます。 

 

■ 基本施策③ 学校間の連携・協働の推進 

児童・生徒の育ちを長期的に支援するという観点や義務教育９年間で同じ方

向性を目指し、児童・生徒の力を継続して支えていくという学びの連続の構築

という観点から、小・中学校の連携、施設分離型の小中連携教育を推進します。 

また、子どもたちの生きる力を育み、次の教育場面で円滑、かつ、継続的な

指導が行えるように、小学校入学前における小学校と幼稚園・保育所等との連

携、中学校と高等学校との連携等の異校種間連携を推進します。 

 

推進計画 

◇ 幼児教育の振興・充実 

幼児教育の質の向上を図るため、園内外での研修の充実を図るとともに、民

間の認定子ども園等との連携についても研究し、推進します。就学前教育プロ

グラム及び就学前教育カリキュラムを開発するための実証研究を行い、幼児と

児童の交流活動プログラム・保護者の理解啓発プログラム・教員相互の連携プ

ログラムを開発し、それを市内全体に拡大していきます。 

◇ 幼保・小・中連携教育の推進 

平成２３年度（２０１１年度）より中学校区単位で推進してきた小中連携教

育の研究をさらに深めるとともに、その成果を全小・中学校で共有しながら、

義務教育９年間で「めざす子ども像」の実現に向けた高石型小中連携教育*の推

進を図りながら、小中一貫教育についても研究を進めます。 

また、併せて就学前教育の連携についても幼稚園、保育所等と研究を進めて

いきます。 

 

■ 基本施策④ 魅力ある学校づくりの推進 

学校評議員等による学校評価を学校運営に生かす等、地域と一体となって開

かれた学校づくりを推進し、学校の経営力の強化を図ります。 

また、学校・保護者・地域住民との共生・協働の精神による特色ある学校づ

くりを推進します。 

 

推進計画 

◇ 学校評価機能の充実 

学校評議員や保護者、地域住民等の学校関係者が、学校が行う自己評価の結

果を評価すること等を通じて、自己評価の客観性・透明性を高めるとともに、
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学校・家庭・地域が学校の現状と課題について共通理解を深めて相互の連携を

促し、学校運営の改善への協力を促進することで、学校の経営力を強化します。 

◇ 開かれた特色ある学校づくりの推進 

各学校・園のめざす姿を明確にした学校・園づくりビジョンを作成し、教職

員の共通理解のもと、組織的な教育活動の取組により、保護者・地域住民に広

く理解を求め、特色ある学校・園づくりを推進します。 

また、専門的な知識・技能・経験等を持つ地域の人材及び学生ボランティア

の積極的な活用ができるよう各学校・園のシステムの整備等について支援を行

うことで、特色ある学校づくりの推進や教育活動の充実を図ります。 

 

取組の方向 

３．安全・安心な学校教育環境を整備する 
学校は、子どもたちが一日の大半を過ごす学習の場、生活の場であるととも

に、地域コミュニティや生涯学習活動の拠点、さらには災害時の避難所ともな

るため、子どもたちをはじめ利用するすべての人々にとって学校施設は常に安

全で快適なものである必要があります。 

この市民の財産である学校を、適正な維持管理により施設や設備の健全な状

態を保ちながら、高機能化に取組むことで、良好な教育環境の整備を推進する

とともに、地域ボランティアによる見守り活動の推進や学校防犯システムの運

用継続など、ハード・ソフト両面での安全確保に取組みます。 

 

■ 基本施策⑤ 学校施設・設備の整備・充実 

学校施設の整備や維持管理においては、さらなる快適性が求められているこ

とから、老朽化対策と同時に最新の教育に対応する高機能化も重要となります。 

きめ細かな支援教育や高度な情報教育を実践するために、快適性と高機能化

を併せ持った学校施設の整備と充実に取組みます。 

 

推進計画 

◇ 快適な学校環境の整備 

快適な学校生活を送れる施設づくりを推進するため、老朽化した給排水設備

等の設備インフラの改修やトイレ改修や空調機増設などの施設整備に取組みま

す。 

◇ 支援教育推進のための体制整備 

難聴などの障がいを持つ子どもや病弱な子どもの支援教育を推進するため、

障がいや病状の程度に応じた施設の改修を行うことで、学校における支援教育

の一層の推進を図ります。 
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◇ ＩＣＴ環境の継続整備 

既に活用している、コンピュータ教室のパソコン、教職員の校務用パソコン、

授業で活用している可搬式パソコン・タブレット型端末、校内 LAN を構成する

サーバーとネットワーク機器、小学校教室設置のテレビ等の学校情報機器の定

期的な更新に取組みます。 

 また、無線ＡＰ、中学校教室における画面提示装置の常設化等、既存のＩＣ

Ｔ機器の活用や、学習指導要領に沿った最新の情報教育に対応できる環境の整

備に取組みます。 

◇ 安全・安心な学校づくり 

子どもたちの安全確保を図るため、保護者・地域・関係団体等の協力を得て、

全小学校に結成されている「子どもの安全見まもり隊」による地域ぐるみの見

守り活動の継続的な推進を図ります。 

さらに、学校と通学路の安全点検を実施し、交通安全と防犯の視点で作成し

ている学校ごとの「安全マップ」の見直しを、学校・家庭・地域で行い、安全

対策の向上を図ります。 

学校における防犯設備の整備については、ＩＣタグを利用し、児童の登下校

を管理する学校防犯システムの運用を継続実施し、今後もさらなる安全の確保

を目的とした施設の整備に努めていきます。 

 また、学校侵入の不審者対応や、学校給食におけるアレルギー対応などにつ

いても、対応マニュアルの定期的な点検と、事故発生時の対応を含めた研修を

行い、即実践につながる管理体制の充実を図ります。 
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子どもたちは、学校における計画的な学習だけでなく、家庭での学びを通し

て、基本的な生活習慣の確立や心と体の調和の取れた発達が図られます。また、

友だちとの遊び、地域の人たちとの交流などのさまざまな場での学びを通して

自立心や自制心を培い、それらを基盤に、学校教育が効果的に展開されます。 

 一方、近年、核家族化、少子化、地域の人間関係の希薄化など、社会の大き

な変化の中で、家庭や地域が従来の教育力を維持できなくなりつつあります。

本来、教育は、学校、家庭及び地域住民等社会を構成するすべての者の相互の

取組によって成り立つものであり、社会の幅広い教育機能を活性化していくこ

とが喫緊の課題となっています。 

こうしたことから、次代を担う子どもたちを育成していくためには、まず何

よりも、子どもの教育の第一義的責任を有する家庭と、子どもが成長・発達し

ていく場となる地域社会の教育力向上を支援していきます。 

 

取組の方向 

１．家庭教育を支援する 
家庭での教育は、基本的な生活習慣や生活能力、自制心や自立心、豊かな情

操、他人に対する思いやり、善悪の判断などの基本的な倫理観、社会的マナー

などの基礎を子どもたちに育むものです。しかしながら、家庭では核家族化や

親の価値観の変化などにより教育力が低下しているといわれています。さらに、

地域では都市化や少子高齢化の進展による近隣の連帯意識の希薄化などにより

教育力の低下が深刻となっています。 

平成１８年（２００６年）に改正された教育基本法の第１０条では、保護者

が子どもの教育に第一義的責任を有すること及び国や地方公共団体は家庭教育

支援に努めるべきことが示されました。また、第１３条では学校、家庭及び地

域住民等社会を構成するすべての者が、教育におけるそれぞれの役割と責任を

自覚し、相互に連携協力に努めるべきことが規定されています。 

これらを踏まえ、すべての教育の出発点である家庭の教育力を高めることが

重要であり、子どもの教育に対する家庭の役割を改めて喚起し、家庭において

子どもたちが基本的な生活習慣を身に付けることができるようにするとともに、

地域を基盤に親たちに社会的なつながりを促していきます。 

 

 

 

○視点３ 家庭・地域の教育力向上を支援する 
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■ 基本施策① ブックスタート*事業の充実 

赤ちゃんとその保護者に、絵本を介して言葉と心がふれあうひとときを持つ

きっかけをつくることを目的とした活動であるブックスタートや、子どもたち

に本に興味もってもらえるように絵本の広場の活動をはじめ子どもと本を結び

つける事業を実施していきます。 

 

推進計画 

◇ ブックスタート 

地域に生まれた赤ちゃんが集まる乳幼児健診等の場において、乳幼児の親子

に絵本の読み聞かせを行うなどの事業を積極的に展開します。 

また、赤ちゃんのための絵本の紹介や親子で楽しめるイベントなどを行い、

親子の交流の場づくりに繋げています。 

 

◇ 読書推進活動の充実 

ブックスタート後においても、子どもと本を結びつける活動を地域・家庭に

根ざしたものとし、様々なアプローチによって子どもの読書活動を推進するた

め、ボランティアや地域の方々、諸団体とも協働して年齢に合わせたおはなし

会や、絵本の広場や様々なイベント、ワークショップ等の充実を図っていきま

す。 

また、地域ぐるみの事業展開を進めるなかで、アプラたかいし、子育てウェ

ルカムステーション（ＨＵＧＯＯＤ）と連携し、ワークショップ等を開催する

ことで、読み聞かせボランティアの人材育成にも努めています。 

併せて、学校における「絵本の広場」の実施など、より本を身近なものと感

じられるよう取組みを進めます。 

 

■ 基本施策② 家庭教育に関する講座等学習機会の充実 

地域とのつながりの希薄化や、身近な人から子育てを学ぶ機会の減少など、

家庭教育を支える環境が大きく変化しています。すべての親が安心して家庭教

育を行えるよう、家庭教育力の向上を図っていきます。 

 

推進計画 

◇ 家庭教育学級 

子育て世代の悩みや不安などが解消されるよう各学校園のＰＴＡと連携を図

り、家庭教育学級の開設を支援します。 

◇ ＰＴＡ研修会 

市立の幼稚園・小学校・中学校のＰＴＡで構成される、高石市ＰＴＡ連絡協
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議会が主体となって行う研修会等の活動を、その自主性を尊重しながら支援し、

ＰＴＡ活動の一層の活性化を図っていきます。 

 

取組の方向 

２．就学前の教育機能の向上を図る 
 就学前の教育及び保育のあり方については、幼稚園・保育所での教育・保育

活動の指針づくりなど活動の共通性を高めることが必要です。その上で、小学

校との連携については、就学前教育に携わる関係者が共通認識を持つとともに、

家庭とも連携を図りながら進めていきます。 

 

■ 基本施策③ 就学前教育・保育の充実 

幼児期の教育は義務教育及びその後の教育の基礎を培う重要なものであるこ

とを踏まえ、家庭・地域と連携するとともに、小学校との接続等、学びの連続

性を大切にして、幼児一人ひとりが健全で心豊かに成長するための教育の充実

を図ります。 

 

推進計画 

◇ 就学前教育・保育応援プロジェクト 

幼児教育の質の向上を図るため、園内外での研修の充実を推進します。就学

前教育プログラム及び就学前教育カリキュラムを開発するための実証研究を行

い、幼児と児童の交流活動プログラム・保護者の理解啓発プログラム・教員相

互の連携プログラムを開発し、それを市内全体に拡大していきます。 

                （P.2２「幼児教育の振興・充実」を再掲） 

取組の方向 

３．地域とともに子ども、学校を支援する 
 退職して地域に戻ってくる団塊の世代の方々は、社会に新たな活力を吹き込

んでいくことができる大きな存在です。こうした社会の潜在力である方々にボ

ランティア活動などへ参画していただき、幅広い分野で地域コミュニティの担

い手や生涯学習活動の人材として活躍していただくための仕組みづくりを進め

ます。 

 

■ 基本施策④ 学校と地域の連携 

学校と学校支援ボランティアをはじめとする市民が協働して、安全で安心な

子どもの居場所作りや学校支援活動を進めることにより、地域の教育力の向上

を図ります。 
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推進計画 

◇ 地域交流活動支援 

学校における地域との連携活動事業を支援し、児童・生徒の世代の異なる人々

とのふれあいなど、様々な体験・交流を行っていくことにより、子ども達の社

会性や協調性を育んでいきます。 

◇ 学校支援ボランティア活動推進事業 

様々な知識、技能、経験を持つ地域の人を学校支援ボランティアとして登録

し、学校のニーズとボランティアの活動を繋げて、子どもたちの教育活動にボ

ランティアの力が活かせる仕組みづくりを進めていきます。 

◇ 青少年の健全育成事業 

学校や地域の方と連携し、安全で安心に放課後や週末を過ごせるよう、遊び、

学び、体験、交流の活動場所の確保に努め、総合的な放課後・週末対策を推進

します。 

 

■ 基本施策⑤ 人材の育成・活用 

地域との連携を図りながら青少年活動やスポーツ活動のリーダーとなれる人

材を育成するとともに、その力を生かして地域で活躍していけるような取組を

進めていきます。また、こうした人材が増えていくことで、地域教育力の向上

を推進していきます。 

 

推進計画 

◇ 青少年指導員 

研修会などを開催して人材の育成に努めるとともに、青少年の健全育成を目

指した活動を推進していきます。 

◇ スポーツ推進委員 

地域のスポーツ振興のコーディネーター役として活動できるよう、広く市民

を対象とした各スポーツ事業の実施や実技指導等を行います。 
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生涯にわたって、学びを深め、心豊かな人生を送れるよう生涯学習の場でさ

まざまな学びの機会を得るとともに、自らの学習の成果をボランティア活動や

地域の発展に活かすことは、自分を表現する喜びになるとともに、新しい自分

の発見にもつながります。 

いつでも、どこでも自由に学習機会を選択して学ぶことができ、その成果が

社会において適切に評価される生涯学習社会の実現を目指します。 

 また、近年の少子高齢化の進展に伴い、人々のニーズやライフスタイルは多

様化し、健康志向の高まりや精神的な充足感などからスポーツが必要な活動で

あることが認識されるようになってきており、スポーツへの関心もこれまで以

上に高まってきています。 

 生涯スポーツの充実や、スポーツを通した体力づくり、健康づくりの必要性

は更に増してくると予想されます。 

 そこで、それぞれの目的に応じて、日常的にスポーツに親しむことのできる

生涯スポーツ社会の実現を目指します。 

 

取組の方向 

１．生涯学習、生涯スポーツ活動の振興を図る 
公民館等の社会教育施設においては、市民講座などへの参加や市民によるク

ラブ・サークルなどが自主的な活動を活発に行っており、今後の生涯学習への

意欲の向上に対応するため、学習機会の提供・充実等とともに、その成果を社

会に生かせるような環境づくりの推進に取組みます。 

また、自主的に健康づくりに取組んでいる人がいる一方で、スポーツをする

習慣がないためにスポーツ活動から遠ざかってしまう人もおり、運動する人と

しない人の二極化が進んでいるといえます。今後は、年齢や体力に応じた健康

づくりのため生涯を通じてスポーツに親しみ、健康を維持していける仕組みづ

くりに取組みます。 

 

■ 基本施策① 学習機会の拡充 

 市民の誰もが意欲に基づいて学習ができるよう、学習内容、学習手段、対象

者など様々な面での学習機会の拡充を図ります。 

 

 

 

○視点４ 生涯を通じた学びを応援する 
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推進計画 

◇ 学習社会づくりの推進 

大学や高校、民間企業等と連携するとともに、市民が自らのニーズにより企

画する講座や学習会を支援します。また、事業の実施目的を明確にし、事業の

見直しや整理を行いつつ、多様なニーズに応える学習機会を拡充します。また、

高齢者、障がい者をはじめ育児・介護等で外出しにくい状況にある市民、勤労

者を含め市民誰もが学習に参加できるよう検討を行うとともに、学習を通した

コミュニティの形成、学んだことを地域に生かす学習社会づくりを進めます。 

◇ 多様な学習機会の提供 

 現在、市内で活動しているグループ・団体が展開している様々な学習活動は、

何か学習を始めたい人、ともに学習をしたい人への「受け皿」としての役割を

果たしています。また今後、より多くの市民の方に学習に取組んでもらうため

には、学習の内容に加え時間や場所、学習方法などについてもニーズの把握に

努め、それらを踏まえた学習機会を提供します。 

 

■ 基本施策② 学習の場の提供 

 生涯学習活動は、乳幼児期から高齢期にいたるまでの人のライフステージに

応じて行われます。この活動にとって大切なものは、学習機会の充実にありま

す。生活それぞれの場で学習できる環境づくりの充実を図ります。 

 

推進計画 

◇ 市民文化会館の事業展開 

市民文化会館をはじめ、図書館などの施設は、市民の学習の場であるととも

に、地域の文化の拠点ともなるものです。今後は市民とともに育つ施設として

さらに発展できるよう、引き続き事業の展開を図ります。 

◇ 公民館事業の充実 

 公民館は、多様な学習機会や集会の場の提供など地域における住民の学習需

要に総合的に応える社会教育施設であり、また、地域社会の形成や地域文化の

振興にも貢献するなど、市民の日常生活に最も身近な生涯学習施設としてその

役割を果たしています。今後さらに自主事業の充実を図るとともに、公民館ク

ラブの育成を推進します。 
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■ 基本施策③ 大学連携による施策の展開 

大学等のもつ専門的なノウハウを生かし、学校教育への支援をはじめ様々な

場面で教育力の向上をめざすため、提携する大学や分野の拡大を図ります。 

 

推進計画 

◇ 大学機能との連携の推進 

大学との連携については、本市と羽衣国際大学、大阪体育大学、桃山学院教

育大学、桃山学院大学との間で連携協定書を締結し、生涯学習や文化スポーツ

の振興など様々な分野で協力を行っていくこととなっています。今後も様々な

大学との連携を視野に入れ、市や各種団体の様々な行事等で積極的に連携を推

進します。また、大阪教育大学と四天王寺大学からはインターンシップの学生

の受け入れを行っていますが、今後も他大学からのインターンシップの受け入

れを積極的に進めてまいります。 

 

■ 基本施策④ スポーツ活動の振興 

地域スポーツの振興拠点となる施設の整備・充実を進めるとともに、スポー

ツ推進委員や体育協会、スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブなど地域

のスポーツ団体と連携しながら、スポーツ振興事業に取り組みます。 

 

推進計画 

◇ 生涯スポーツ活動の推進 

子どもから高齢者まで、誰もが、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツ

を通して健康で明るく活力ある生活を送ることができるよう、生涯スポーツ活

動を推進します。 

◇ スポーツ環境の整備・充実 

生涯にわたって、市民が身近に運動・スポーツに親しむことができる環境づ

くりのために、運動施設の整備・充実に取組みます。 

 

取組の方向 

２．歴史・文化・芸術の振興を図る 

 本市には、白砂青松の風光明媚な景勝地として和歌に詠まれた高師浜や、由

緒ある神社・仏閣も多く存在し、このような貴重な歴史を後世に継承するとと

もに、市民の文化・芸術に関わる活動を支援することにより、歴史や芸術・文

化の振興を図ります。 
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■ 基本施策⑤ 文化財の保護・活用 

市内遺跡の発掘調査で埋蔵文化財や市民の方から寄贈いただいた郷土史料を

保護するとともに、定期的に一般公開するなど、文化財の活用を図ります。 

 

推進計画 

◇ 郷土史料展示事業 

市内の遺跡等で発掘された埋蔵文化財や市の歴史を語る史料等を展示し、市

民の郷土への愛着や関心を深めるとともに歴史学習・文化学習を推進します。 

 

■ 基本施策⑥ 文化・芸術活動の推進 

 文化・芸術活動は、自己表現を図り、質の高い生活の基礎となるものです。

市民が文化・芸術を身近に感じられるよう、文化・芸術活動を体験したり、質

の高い文化・芸術を鑑賞したりできる場と機会の充実を図ります。 

 

推進計画 

◇ 文化活動継承支援  

 文化・芸術の担い手の育成を推進するため、子どもの頃から文化・芸術に親

しむ環境を整えるとともに、文化・芸術活動を活性化させる施策として、若い

世代や退職期を迎える世代の参加を促すような体験学習の機会を充実します。 

◇ 文化・芸術の学習の場と機会の充実 

 文化財の展示や体験学習などを通じて、郷土の歴史を知ることにより郷土愛

を育みます。また、市民文化祭の開催など市民が文化や芸術に参加できる機会

を提供し、文化・芸術の振興を図ります。  
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第５章 たかいし教育ビジョンの実現に向けて 

 

１．教育委員会活動の活性化 

教育委員が定期的に実施している学校訪問など、教育現場と直接触れ合う機

会の拡充を引き続き図るとともに、教員・保護者など学校現場を支える関係者

や生涯学習、地域スポーツの分野で活動している方々の声を、教育行政の向上

につなげていきます。 

また、教育を取り巻く環境の変化を的確に把握するため、さらなる情報の共

有化を進めるとともに、教育委員や事務局職員を対象として、専門家による勉

強会・研修会などを行い、機敏で効果的な組織運営をめざします。 

 

 

２．点検及び評価並びに総合教育会議の実施 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２６条において、「教育委員

会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評

価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、

公表しなければならない。」と定められています。これを踏まえ、高石市教育委

員会が行う点検・評価については、「たかいし教育ビジョン」に体系づけられた

基本施策及び個別事業の進捗の管理を担うものと位置づけていきます。 

さらに、公表の結果いただいた意見等は、その後の施策検討の参考としなが

ら教育行政の向上を図っていきます。 

また、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１条の４、総合教育会

議において、教育を行うための諸条件の整備など重点的に講ずべき施策につい

て協議・調整を行うことで市長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、地域の

教育の課題やあるべき姿を共有して、より一層民意を反映した教育行政の推進

を図っていきます。 

 

 

３．情報発信の充実 

「教育のまち高石」の実現に向け、「たかいし教育ビジョン」を確実に推進し

ていくためにも教育委員会の活動について広く市民への周知を図ることは重要

です。引き続き、教育委員会の議事録などをホームページ上で公開することに

より、情報発信の機会を増やし、広報活動の充実に努めていきます。 
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用語集 

Ｐ.6【社会経済のグローバル化】 

 社会的あるいは経済的な関連が、旧来の国家や地域などの境界を越え

て、地球規模に拡大して様々な変化を引き起こす現象。 

 

  【ＩＣＴ】 

 Information and Communication Technology（情報通信技術）の

略、コンピュータ技術の活用。 

 

   【イノベーション】 

 全く新しい技術や考え方を取り入れ、新たな価値を生み出し、社会的

に大きな変化を起こすこと。 

 

   【地球環境問題】 

 地球温暖化やオゾン層破壊、酸性雨のように、発生源や被害地が一定

地域に限定できない地球規模の環境問題。 

 

Ｐ.7【知識基盤社会】 

 平成 17 年の中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」で示

された言葉で「新しい知識・情報・技術が政治・経済・文化をはじめ社

会のあらゆる領域での活動の基盤として飛躍的に重要性を増す社会」と

定義されている。 

 

【ワーク・ライフ・バランス】（work–life balance） 

 「仕事と生活の調和」と訳され、一人ひとりがやりがいや充実感を持

ちながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などに

おいても、人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できること

を指す。 

 

P.11【高石市学力向上大作戦】 

 平成 25 年度の全国学力・学習状況調査の結果を踏まえ、市内 10 小・

中学校において、各校が学力向上のための取組を掲げて実践展開してい

く名称。 

 従来から、学力向上については、各学校で課題を検証し改善に向けた

取組を行ってきたが、平成 26 年度以降、市内全公立小・中学校でプラ
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ンニングを公開し取組を展開することから、「学力向上大作戦」という

名称を掲げた。 

 

P.13【キャリア教育】 

 キャリア（経験）を活かして、現在や将来を見据えることなどを主眼

として行われる教育のこと。 

 

P.14【モータリゼーション】 

 英語で「動力化」「自動車化」を意味する言葉、自動車が社会と大衆

に広く普及し、生活必需品化する現象のこと。（車社会化） 

 

P.15【１校１実践】 

 子どもの体力向上を目的として、学校ごと、または校区の小・中学校

において発達段階に応じた共通の取組（例えば、「マラソン朝会やなわ

とび朝会」）を計画し、実践する。 

 

P.16【情報教育】 

 情報を扱う能力を高めることによって、情報社会の中で主体性や創造

性を発揮できるようになることを目的とする教育のこと。 

 

【ＡＬＴ】 

 Assistant Language Teacher（外国語指導助手）の略、外国語を母

国語とする外国語指導助手のこと。小学校や中学校で児童・生徒の英語

発音や国際理解教育の向上を目的に配置し授業を補助する。 

 

P.17【防災士】 

 ＮＰＯ法人日本防災士機構による民間資格のこと。同機構が定めた防

災士教本による履修確認レポートと会場研修講座の受講で履修し、履修

証明を得て資格取得試験に合格し、消防本部等の公的機関が主催する救

急法等の講習を受け、その修了証等を取得した者に認定される。 

 

P.18【インクルーシブ教育】 

 障がいのある者とない者が共に学ぶことを通して、共生社会の実現に

貢献しようという考え方を基本に、障がいのある者が教育制度一般から

排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が

与えられること、個人に必要な合理的配慮が提供される等が必要とされ



- 36 - 

 

ている。 

 

P.18【合理的配慮】および【基礎的環境整備】 

「合理的配慮」とは、「障がいのある子どもが、他の子どもと平等に『教

育を受ける権利』を享有・行使することを確保するために、学校の設置

者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障がいのあ

る子どもに対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必

要とされるもの」であり、「学校の設置者及び学校に対して、体制面、財

政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義さ

れている。なお、「基礎的環境整備」とは、合理的配慮の基礎となる環境

整備である。 

 

 

P.19【適応指導教室】 

 長期欠席をしている不登校の児童・生徒を対象に、教育研究センター

内で学習の援助をしながら、本籍校に復帰できることを目標に運営して

いる教室。 

 

P.21【コンプライアンス】 

 一般的には「法令遵守」のことをいうが、法令だけにとどまらず、社

会の規範及びルールまで含めて遵守することをいう。 

 

【メンタルヘルス】（mental health） 

 精神面における健康のこと。心の健康、精神衛生、精神保健と称され、

主に精神的な疲労、ストレス、悩みなどの軽減・緩和とそれへのサポー

トを指す。 

 

【スクールソーシャルワーカー】 

 教育機関において、子ども本人と向き合うだけでなく、家庭や行政、福

祉関係施設など、外部機関と連携しながら、子どもを取り巻く環境を調

整する福祉の専門家。 

 

P.22【高石型小中連携教育】 

 義務教育の９年間を通して継続的で一貫性のある指導を行うことが重要

とされている中、いわゆる小中一貫校による施設一体型による連携教育を

行うのではなく、現在ある中学校３校の校区を一つとして、市内の各地域
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の特色を生かし、小学校と中学校が一緒になって地域の子どもたちを育て

ていく連携教育の取組みのこと。 

 

 

P.26【ブックスタート】（Bookstart） 

 赤ちゃんとその保護者に絵本や子育てに関する情報などが入ったブッ

クスタート・パックを手渡すなど、絵本を介して心ふれあうひとときを

もつきっかけをつくる活動のこと。 

 


